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令和４年８月 30 日 

有識者懇談会決定 

１．有識者懇談会は、毎回、有識者懇談会構成員の中からモデレーターを選定し、

当該モデレーターがその回の司会を担当する。 

２．有識者懇談会は、原則として公開し、オンラインでの一般傍聴を可能とする

ためライブ配信を行う。 

３．有識者懇談会は、原則として録画し、有識者懇談会の後、１週間を目途にイ

ンターネット上で当該録画を配信する。

４．有識者懇談会における配布資料は、原則として速やかに公表する。 

５．有識者懇談会の議事録は、速やかに作成し、原則として公表する。 

６．機微な情報が含まれる等の場合であって必要と認められるときは、有識者懇

談会の決定により、有識者懇談会や配布資料・議事録の全部又は一部を非公

開・非公表とする。 

７．この運営要領に定めるもののほか、有識者懇談会に関し必要な事項は、有識

者懇談会構成員全員で協議し定める。 
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